
　
先
日
、
毘

沙
門
堂
門
跡

の
小
林
祖
承

執
事
長
の
卓

話
を
聞
い
た
。「
最
近
、
電
車

内
で
化
粧
や
ア
イ
ラ
イ
ン
を
平

気
で
塗
る
女
性
が
何
故
多
く

な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
？　

そ
れ
は
隣
に
い
る
人
に
な
っ
て

考
え
る
と
分
か
る
。
人
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

物
体
や
景
色
と
し
て
し
か
考
え

て
い
な
い
か
ら
平
気
な
の
で

す
。
学
校
や
会
社
内
の
意
識
し

て
い
る
人
の
前
で
は
し
な
い
で

し
ょ
う
。
人
と
の
関
係
が
希
薄

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」「
周
囲
の
人

に
少
し
気
を
配
り
、
人
と
し
て

敬
い
、
少
し
の
優
し
さ
を
持
っ

て
接
す
れ
ば
も
っ
と
幸
せ
を
感

じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
相
手
を
大

事
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
菩
薩

の
教
え
に
も
あ
り
ま
す
」「
最

近
、
自
宅
の
前
を
掃
除
さ
れ
ま

し
た
か
？　
家
の
前
の
掃
除
は

隣
と
の
境
は
少
し
だ
け
隣
に
入

る
ぐ
ら
い
、
ま
た
前
の
家
は
真

ん
中
よ
り
少
し
相
手
側
ま
で
掃

除
を
す
る
の
が
良
い
の
で
す
」。

相
手
の
家
の
前
ま
で
す
る
と
か

え
っ
て
失
礼
に
な
り
機
嫌
を
損

な
う
こ
と
も
あ
る
▼
相
手
を
大

事
に
す
る
精
神
は
外
国
に
対
し

て
も
同
じ
は
ず
。中
国
、台
湾
、

韓
国
、ロ
シ
ア
は
一
番
近
い
国

だ
が
、
相
手
を
大
事
に
す
る
こ

と
で
何
と
か
上
手
く
や
っ
て
い

け
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
四
苦

八
苦
と
い
う
仏
教
用
語
の
中

に
、
求
め
る
も
の
が
得
ら
れ
な

い
苦
し
み（
求
不
得
苦
）と
い
う

も
の
が
あ
る
。
求
め
る
幸
せ
と

は
人
に
よ
っ
て
違
う
が
、
人
に

迷
惑
を
掛
け
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
は
共
通
す
る
は
ず

だ
。
菩
薩
の
悟
り
の
境
地
に
は

ま
だ
ま
だ
遠
い
道
の
り
だ
。 （
名
）

　
2
0
1
8
年
度

の
診
療
報
酬
・
介

護
報
酬
同
時
改
定

は
大
き
な
節
目
で

あ
る
。
第
7
期
地

域
医
療
計
画
と
介

護
保
険
事
業
計
画
、
な
ら
び
に

第
3
期
医
療
費
適
正
化
計
画
の

策
定
年
度
に
重
な
り
、
厚
生
労

働
省
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
団
塊

の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
2

0
2
5
（
平
成
37
）
年
に
向
け

て
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
状
態

に
応
じ
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
医
療
・
介
護

の
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
た
め
だ
。
注
目

さ
れ
る
の
は
12
月
中
下
旬
に
内

閣
が
決
定
す
る
診
療
報
酬
の
改

定
率
で
あ
る
。

　
財
務
省
・
財
政
制
度
審
議
会

（
10
月
25
日
）
は
、
医
療
費
の

伸
び
を
診
療
報
酬
改
定
の
た
び

ご
と
に
2
％
半
ば
以
上
の
マ
イ

ナ
ス
改
定
が
必
要
と
の
方
向
を

打
ち
出
し
、
大
き
く
報
じ
ら
れ

た
。
診
療
報
酬
を
あ
げ
る
と
保

険
料
率
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が

る
と
し
て
、
国
民
負
担
を
持
ち

出
し
て
け
ん
制
し
た
こ
と
が
特

徴
だ
。
引
き
続
い
て
翌
日
の
経

済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、
7
対

1
病
床
や
医
療
・
介
護
療
養
病

床
の
削
減
、
透
析
医
療
や
調
剤

報
酬
の
引
き
下
げ
、
軽
度
者
に

対
す
る
介
護
給
付
外
し
な
ど
を

打
ち
出
す
一
方
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の

促
進
を
具
体
的
に
求
め
た
。
財

政
当
局
や
内
閣
府
か
ら
厚
生
労

働
省
に
相
次
い
で
診
療
報
酬
切

り
下
げ
の
圧
力
を
か
け
た
格
好

だ
が
、
Ｉ
Ｔ
活
用
の
よ
う
に
人

よ
り
モ
ノ
、
社
会
保
障
よ
り
も

成
長
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
厚
生
労
働
省
が

11
月
8
日
に
中
医
協
に
報
告
し

た
第
21
回
医
療
経
済
実
態
調
査

（
医
療
機
関
等
調
査
）の
結
果
は

衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
2
0
1
6

年
度
の
一
般
病
院
の
損
益
は
全

体
で
マ
イ
ナ
ス
4
・
2
％
と
な

り
前
年
度
よ
り
も
0
・
5
ポ
イ

ン
ト
赤
字
幅
が
拡
大
、
医
業
収

益
は
0
・
4
％
増
加
し
た
が
、

費
用
の
伸
び
が
そ
れ
を
上
回
る

0
・
8
％
増
な
ど
で
あ
る
。
実

質
引
き
下
げ
の
診
療
報
酬
改
定

に
よ
り
医
療
崩
壊
す
ら
懸
念
さ

れ
る
結
果
で
あ
っ
た
。

　
出
ば
な
を
く
じ
か
れ
た
格
好

に
な
っ
た
財
務
省
は
直
ち
に
、

同
調
査
は
「
病
院
全
体
の
経
営

状
況
を
反
映
し
て
い
な
い
」
と

異
例
の
批
判
を
行
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
日
医
の
横
倉
会
長

が
、
財
務
省
こ
そ
診
療
報
酬
引

き
下
げ
の
た
め
に
デ
ー
タ
を
都

合
よ
く
使
っ
て
い
る
と
再
批
判

す
る
な
ど
、
医
療
界
の
反
撃
が

始
ま
っ
て
い
る
。
協
会
は
権
利

と
し
て
の
社
会
保
障
を
充
実
さ

せ
る
観
点
か
ら
、
医
療
と
介
護

の
質
向
上
や
医
師
偏
在
の
是

正
、
医
療
介
護
従
事
者
の
確
保

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
診
療

報
酬
改
定
を
求
め
て
い
き
た

い
。
国
民
と
医
療
界
が
、
力
を

合
わ
せ
て
運
動
を
進
め
て
い
く

こ
と
を
重
視
し
た
い
。

医
療
崩
壊
懸
念
す
る
実
態
調
査
結
果

医
療
・
介
護
の
質
向
上
に
資
す
る
改
定
を

診療報酬改善求める
三士会とともにリハ点数で要望も

　
協
会
は
10
月
31
日
、
2
0
1
8
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
対
す
る
改
善
要
請
行
動
を
実
施
。
参
議
院
会

館
に
お
い
て
、
3
2
0
筆
の
改
善
要
請
署
名
お
よ
び

京
都
府
理
学
療
法
士
会
・
京
都
府
作
業
療
法
士
会
・

京
都
府
言
語
聴
覚
士
会
と
協
会
の
連
名
で
作
成
し
た

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
点
数
に
関
す
る
要
望
書
」

を
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
に
手
渡
し
意
見
交
換

し
た
。
同
要
請
署
名
の
写
し
お
よ
び
要
望
書
は
首

相
、
財
務
相
、
中
医
協
会
長
お
よ
び
委
員
、
京
都
選

出
国
会
議
員
へ
送
付
し
て
要
請
し
た
。

外
来
看
護
職
の
評
価
を

　
協
会
か
ら
鈴
木
卓
副
理
事

長
、
森
啓
之
理
事
、
事
務
局
2

人
、
京
都
府
理
学
療
法
士
会
か

ら
布
川
雄
二
郎
社
会
局
長
、
京

都
府
作
業
療
法
士
会
か
ら
齋
藤

嘉
子
制
度
対
策
委
員
長
が
参

加
。
厚
生
労
働
省
は
保
険
局
医

療
課
・
吉
川
裕
貴
課
長
補
佐
、

同
・
井
上
智
裕
企
画
法
令
係
、

老
健
局
老
健
課
・
坂
野
元
彦
課

長
補
佐
が
対
応
し

た
。
な
お
、
仲
介

は
日
本
共
産
党
・

倉
林
明
子
参
議
院

議
員
。

　
ま
ず
、「
診
療
報

酬
改
定
に
対
す
る

要
請
書
」
に
関
す

る
意
見
交
換
で

は
、
初
・
再
診
料

の
引
き
上
げ
、
特

に
外
来
看
護
職
員

の
評
価
を
求
め

た
。
厚
労
省
は

「
外
来
の
看
護
師

の
配
置
に
対
し
て

よ
り
充
実
し
た
評

価
を
求
め
る
意
見

を
多
く
も
ら
っ
て
い
る
。
外
来

化
学
療
法
加
算
な
ど
で
評
価
し

て
き
て
い
る
が
、
全
体
的
な
評

価
へ
の
要
望
も
受
け
止
め
た

い
」
と
回
答
し
た
。
協
会
は
外

来
診
療
に
お
い
て
看
護
職
員
が

必
要
な
場
面
が
多
い
こ
と
を
再

度
強
調
し
た
。

　
次
に
、
在
宅
医
療
、
特
に
一

物
多
価
と
な
っ
て
い
る
在
医
総

管
、
施
設
総
管
に
つ
い
て
、

「
同
じ
医
学
管
理
を
行
っ
て
い

る
の
に
点
数
格
差
が
あ
る
の
は

お
か
し
い
」
と
訴
え
た
。
厚
労

省
は
「
在
宅
医
療
を
推
進
し
て

い
き
た
い
。
し
っ
か
り
地
域
に

根
差
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
医

師
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
重
要
。
今
後
、
中
医
協

で
議
論
し
て
い
た
だ
き
、
良
い

方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
」
と

回
答
し
た
。

　
ま
た
協
会
は
、
専
門
科
の
異

な
る
複
数
の
医
療
機
関
が
連
携

し
て
在
宅
医
療
を
行
う
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
訪
問
診
療
料
を
算
定

で
き
る
よ
う
に
重
ね
て
改
善
を

求
め
た
。

　
次
に
内
服
薬
の
7
剤
縛
り
に

つ
い
て
、
診
療
報
酬
上
の
評
価

の
改
善
を
求
め
た
。
厚
労
省
は

「
薬
で
問
題
が
起
き
る
場
合
も

あ
る
一
方
、
必
要
な
患
者
が
い

る
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。
患
者

が
ど
れ
く
ら
い
の
種
類
の
薬
を

飲
ん
で
い
る
の
か
、
複
数
飲
む

こ
と
で
ど
の
よ
う
な
有
害
な
事

象
が
起
こ
る
の
か
、
併
せ
て
分

析
し
た
上
で
の
評
価
、
基
準
に

な
っ
て
い
る
。
地
域
包
括
診
療

料
・
加
算
に
よ
り
、
か
か
り
つ

け
の
医
師
が
病
状
全
体
を
診

て
、
服
薬
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

す
る
こ
と
も
評
価
し
て
い
る
」

と
回
答
。
こ
れ
を
受
け
、
協
会

は
同
診
療
料
・
加
算
を
届
け
出

て
い
な
い
医
療
機
関
で
も
、
お

薬
手
帳
を
見
な
が
ら
服
薬
管
理

は
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
最
後
に
協
会
か
ら
、「
周
囲

に
調
剤
薬
局
が
な
い
、
あ
る
い

は
患
者
の
利
便
性
を
考
え
て
、

や
む
を
得
ず
院
内
調
剤
を
や
っ

て
い
る
医
療
機
関
は
多
い
。
し

か
し
、
調
剤
報
酬
と
比
べ
て
あ

ま
り
に
も
格
差
が
あ
り
過
ぎ

る
。
調
剤
技
術
に
対
す
る
診
療

報
酬
を
上
げ
て
ほ
し
い
」
と
重

ね
て
要
請
し
た
。

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
の

廃
止
を

　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
点
数

に
関
す
る
要
望
で
は
、
算
定
上

限
日
数
の
緩
和
、
対
象
疾
患
の

拡
大
、
維
持
期
リ
ハ
打
ち
切
り

中
止
や
廃
用
症
候
群
リ
ハ
で
必

要
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
簡
素

化
を
訴
え
た
。
厚
労
省
は
、

「
回
復
期
リ
ハ
病
棟
を
退
院
し

た
患
者
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く

の
間
は
医
療
保
険
の
リ
ハ
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
方
向
は
あ
り

え
る
。
画
一
的
で
な
く
、
例
外

的
取
り
扱
い
も
検
討
の
余
地
が

あ
る
と
い
う
議
論
も
さ
れ
て
い

る
」
と
回
答
し
た
。

　
次
に
、
回
復
期
リ
ハ
病
棟
に

お
け
る
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
に
つ

い
て
、「
回
復
期
リ
ハ
病
棟
を

持
つ
病
院
間
で
、
有
利
な
指
標

の
出
そ
う
な
患
者
の
取
り
合
い

に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指

摘
、
廃
止
を
求
め
た
。
こ
れ
に

対
し
て
厚
労
省
は
「
ア
ウ
ト
カ

ム
評
価
は
必
要
で
あ
り
、
廃
止

は
で
き
な
い
が
、
ご
懸
念
の
部

分
は
し
っ
か
り
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
」
と
回
答
し
た
。

　
最
後
に
、
介
護
保
険
の
リ
ハ

ビ
リ
に
つ
い
て
議
論
と
な
り
、

協
会
か
ら
「
介
護
保
険
の
リ
ハ

ビ
リ
に
関
し
て
、
制
度
を
緩
和

す
る
話
が
あ
る
の
か
」
と
質
問

し
た
と
こ
ろ
、
厚
労
省
は
「
介

護
の
受
け
皿
を
増
や
す
よ
う
に

考
え
た
い
。
移
行
に
関
す
る
手

間
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
よ
う

に
検
討
し
た
い
」と
回
答
し
た
。

　
協
会
で
は
、
中
医
協
、
介
護

給
付
費
分
科
会
の
動
向
を
注
視

し
、
必
要
が
あ
れ
ば
重
ね
て
改

善
要
請
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

厚労省要請

要
請
す
る
鈴
木
副
理
事
長（
左
側
手
前
か
ら

3
人
目
）と
森
理
事（
同
4
人
目
）ら

医
療
課
担
当
者
に
要
請
・
要
望

書
を
手
渡
す
鈴
木
副
理
事
ら
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遠
隔
診
療
どな  

で
意
見
交
換 

（
2
面
）

応
召
義
務
で
ア
ン
ケ
ー
ト 

（
3
面
）

患
者
・
医
療
者
と
も
に
暮
ら
し
や
す
く 

（
5
面
）

主な内容

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険

０７５－２１２－０３０３

協会サイト：https://healthnet.jp（会員専用ログイン ID：kyohoi  パスワード：soud@nsiyou!）　　アミスサイト：https://amis.kyoto



　
協
会
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
委
員
会
を
各
地
区
お
よ

び
会
員
と
の
意
見
、
あ
る
い
は

情
報
を
交
換
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
年
2
回
開
催
し
て
い
る
。

2
0
1
7
年
度
は
第
1
回
目
を

10
月
21
日
に
開
催
。
地
区
医
師

会
か
ら
16
人
、
協
会
か
ら
6
人

が
出
席
し
、
松
本
代
議
員
会
副

議
長
の
司
会
で
進
行
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
、「
診
療
報
酬
・

介
護
報
酬
同
時
改
定
」「
医
療

提
供
体
制
・
保
険
制
度
改
革
の

現
状
と
各
地
区
の
医
療
課
題
」

を
テ
ー
マ
に
報
告
を
行
っ
た
。

　
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
同
時

改
定
に
つ
い
て
、
各
委
員
か
ら

は
、「
遠
隔
診
療
に
つ
い
て
は

不
安
が
あ
る
。
診
療
の
基
本
は

対
面
診
療
で
あ
り
、
そ
こ
を
崩

し
て
は
な
ら
な
い
」「
遠
隔
診

療
で
患
者
の
顔
色
が
ど
こ
ま
で

わ
か
る
の
か
。
触
診
も
で
き
な

い
」
な
ど
、
現
在
、
中
医
協
で

議
論
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用

い
た
医
療
に
慎
重
な
対
応
を
求

め
る
意
見
が
多
数
出
さ
れ
た
。

　
後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、

「
現
場
で
は
、
後
発
医
薬
品
の

欠
品
や
納
品
が
遅
れ
た
り
し
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
供
給
状
況

を
国
側
は
し
っ
か
り
と
把
握
し

て
い
る
の
か
」「
患
者
自
身
も

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
調
べ
て

用
紙
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
が
、

後
発
医
薬
品
の
効
果
や
副
作
用

の
問
題
な
ど
を
調
査
し
て
公
表

し
て
ほ
し
い
」
な
ど
、
国
が
推

し
進
め
る
後
発
医
薬
品
の
普
及

促
進
を
疑
問
視
す
る
声
が
挙
げ

ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
協
会
か

ら
は
、「
中
医
協
の
中
で
も
薬

価
専
門
部
会
等
で
議
論
さ
れ
て

い
る
。
国
側
も
ど
こ
ま
で
実
態

を
掴
め
て
い
る
か
と
い
う
と
、

ほ
と
ん
ど
掴
め
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。
後
発
医
薬
品
の
認

可
に
つ
い
て
も
非
常
に
少
な
い

デ
ー
タ
で
決
め
て
お
り
、
添
加

物
等
も
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

診
療
報
酬
で
普
及
を
誘
導
す
る

の
で
は
な
く
、
効
果
や
副
作
用

に
つ
い
て
調
査
を
し
、
公
表
を

し
な
け
れ
ば
、
根
本
的
な
問
題

は
解
決
し
な
い
」と
指
摘
し
た
。

　
医
療
提
供
体
制
・
保
険
制
度

改
革
の
現
状
と
各
地
区
の
医
療

課
題
に
つ
い
て
は
、「
医
師
の

絶
対
数
が
足
り
な
い
。
地
元
の

医
療
提
供
体
制
が
不
足
し
て
い

る
。
数
字
だ
け
を
見
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
地
域
の
現
状
を
把

握
し
て
支
援
し
て
も
ら
い
た

い
」「
こ
れ
か
ら
住
民
も
高
齢

老
人
ホ
ー
ム
が
増
え
て
き
て
い

る
。
施
設
に
よ
っ
て
は
、
本
人

の
意
思
と
関
係
な
く
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
さ
れ
、
莫
大
な
自

己
負
担
も
生
じ
て
い
る
」
と
施

設
側
の
営
利
的
な
対
応
を
問
題

視
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
。

化
し
、
在
宅
医
療
の
需

要
が
増
す
一
方
で
、
医

師
自
身
も
高
齢
化
し
、

そ
の
需
要
に
対
応
で
き

る
か
不
安
を
抱
え
て
い

る
」
な
ど
各
地
区
の
実

情
が
報
告
さ
れ
た
。
こ

れ
に
協
会
は
、「
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
で
問
題
を
抱

え
て
お
り
、
そ
れ
を
行

政
に
伝
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後

の
地
区
懇
談
会
で
も
積

極
的
に
先
生
方
の
ご
意

見
を
頂
戴
し
た
い
」
と

述
べ
た
。そ
の
他
に
も
、

「
入
居
費
用
が
非
常
に

高
額
な
介
護
付
き
有
料

　
協
会
は
、
北
部
の
会
員
医
療

機
関
を
対
象
に
「
医
院
の
た
め

の
雇
用
管
理
＆
レ
セ
プ
ト
審
査

対
策
講
習
会
」
を
10
月
26
日
、

舞
鶴
医
師
会
と
の
共
催
で
開
催

し
た
。
参
加
者
は
16
人
。

　
雇
用
管
理
の
講
習
で
は
、
従

業
員
定
着
の
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
、
年
次
有
給
休
暇
、
賃
金
制

度
、
改
正
パ
ー
ト
労
働
法
を
中

心
に
、
桂
好
志
郎
社
会
保
険
労

務
士
が
解
説
し
た
。

　
近
年
、
従
業
員
の
定
着
に
悩

む
医
院
は
多
い
。
全
国

的
に
看
護
師
不
足
と
言

わ
れ
、
民
間
の
有
料
職

業
紹
介
ビ
ジ
ネ
ス
の
過

熱
等
も
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
桂
氏
は
、
労
働

者
に
一
番
重
視
さ
れ
る

項
目
が
休
暇
の
取
り
や

す
さ
と
い
う
調
査
結
果

を
紹
介
し
、
従
業
員
定

着
の
た
め
に
、
正
規
か

パ
ー
ト
か
に
か
か
わ
ら

ず
全
従
業
員
が
年
次
有

給
休
暇
を
実
際
に
取
れ

る
よ
う
に
し
て
お
く
必

要
性
を
示
し
た
。
ま

た
、
勤
務
状
況
で
異
な

る
付
与
日
数
や
計
画
的
付
与

（
労
使
の
書
面
協
定
に
よ
り
、

年
次
有
給
休
暇
の
う
ち
5
日
を

超
え
る
部
分
を
指
定
し
て
付
与

で
き
る
。
10
日
で
あ
れ
ば
5
日

ま
で
が
対
象
）
の
活
用
等
を
解

説
し
た
。

　
桂
氏
は
、
賃
金
は
「
少
し
で

も
少
な
い
方
が
い
い
」
で
は
な

く
、「
働
き
手
の
や
る
気
を
引

き
出
す
た
め
」
に
う
ま
く
使
う

べ
き
だ
と
強
調
。
実
際
の
相
談

事
例
で
、
従
業
員
間
の
人
間
関

係
の
ト
ラ
ブ
ル
の
背
景
に
、
正

職
員
と
パ
ー
ト
職
員
の
賃
金
待

遇
の
差
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ

た
例
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、

パ
ー
ト
労
働
法
が
改
正
さ
れ
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
公
正

な
待
遇
の
確
保
が
社
会
的
に
求

め
ら
れ
て
い
る
中
、
パ
ー
ト
職

員
に
も
納
得
し
て
働
い
て
も
ら

う
こ
と
が
医
院
に
と
っ
て
も
利

益
に
な
る
と
し
た
。
そ
の
他
、

割
増
賃
金
の
計
算
で
留
意
す
べ

き
点
等
を
解
説
し
た
。

　
最
後
に
、
桂
氏
よ
り
「
従
業

員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
、
雇
用
契
約
書
か
ら
始
ま

る
。
し
っ
か
り
し
た
雇
用
契
約

を
書
面
で
結
び
、
安
心
し
て
働

け
る
職
場
と
従
業
員
に
思
っ
て

も
ら
え
る
こ
と
で
信
頼
関
係
が

築
け
、
よ
り
良
い
医
院
経
営
に

繋
が
る
」と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

　
レ
セ
プ
ト
審
査
対
策
の
講
習

で
は
、
審
査
に
関
す
る
基
本
的

な
仕
組
み
、
最
近
の
審
査
事
例

や
再
審
査
請
求
を
す
る
時
の
ポ

イ
ン
ト
等
を
協
会
事
務
局
が
解

説
・
紹
介
し
、
12
月
に
舞
鶴
で

開
催
す
る
公
費
負
担
医
療
の
説

明
会
を
案
内
し
て
講
習
会
を
締

め
く
く
っ
た
。

遠
隔
診
療
慎
重
な
対
応
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
委
員
会
で
意
見
交
換

スタッフ定着のための
労働条件とは
審査対策のポイント解説も

冒
頭
あ
い
さ
つ
を
す
る
吉
河
理
事

各
地
区
の
医
療
課
題
の
報
告
も

医院の維持・継続に最適 !

所得減少リスクをカバーする
保険として最適です。

協会の所得補償保険は
医院を維持・継続していくための費用を補償します

収入減を補う保険所得補償保険
万が一、事故やケガ、病気で「就労不能」状態になったとき
入院中だけでなく自宅療養でも

死亡または高度障害の
リスクに備える

たとえば収入保障保険に
入っているけど…

遺族に対して保険適用期間終了ま
で毎月もしくは一時金で支給する
もので、その人のケガや病気での
収入を補填するには不十分です。

入院１日あたり、
通院１日あたりで支給

たとえば医療保険に
入っているけど…

健康なときの収入をベースに設定
されている融資の返済、リース料
の支払い、テナント料支払いなど
をカバーするには不十分です。

一番必要なのは休業中の収入補償！

休業補償制度

ケガや病気で突然の休業……

プラス

●   申し込みは健康状態等の告知のみ。
●   万が一の場合の死亡・所定の高度障がいを保障。
●   保険金は500～4,000万円から選択できます（年齢により加入
できる保険金額は異なります）。

●   新規加入は保険年齢70歳まで。継続加入は加入資格を満たす
限り保険年齢75歳まで。

●   配偶者は1,000万円まで、お子様（3～22歳）は400万円まで加入
できます。

●   １年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金を
受け取れます。

※ 保険医共済会への入会（入会金）1,000円が必要です。

加
入
例

グループ保険
保険医と大切な家族のために。
しっかりした安心を手頃な掛金で。
※毎月10日締切で受付。効力発行は、2 カ月後の 1 日から。

保険金額
4,000万円保障
月額掛金
2,240円

保険金額
4,000万円保障
月額掛金
3,760円

35歳
女 性

35歳
男 性

配当金（過去実績）22%（3カ年平均）
※数字は年間保険料に対する割合です。

Ⓒもへろん

若手勤務医師に
お薦め 生命保険

好評加入
受付中

in 舞鶴
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応
召
義
務
の
周
知
度
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
「
よ
く
知
っ
て
い

る
」「
ま
あ
ま
あ
知
っ
て
い
る
」

で
8
割
を
超
過
し
て
い
た
が
、

「
全
く
知
ら
な
い
」
が
1
人
い

た
（
図
1
）。
こ
れ
は
応
召
義

務
そ
の
も
の
を
全
く
知
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
応
召

義
務
が
医
師
法
第
19
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

協
会
と
し
て
、
機
会
あ
る
ご
と

に
こ
れ
か
ら
も
応
召
義
務
に
つ

い
て
の
問
題
提
起
を
し
て
い
き

た
い
。

　
次
に
、
応
召
義
務
の
意
識
の

有
無
を
尋
ね
た
。「
あ
る
」
は

な
っ
た
際
は
躊
躇
す
る
こ
と
な

く
協
会
ま
で
連
絡
を
い
た
だ
き

た
い
。

　
続
い
て
、
応
召
義
務
に
か
か

わ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
尋
ね
た
。

「
な
い
」
が
9
割
を
超
過
し
て

い
る
の
は
、
歓
迎
す
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
1
人
だ
け
「
あ
る
」

と
答
え
て
い
る
（
図
3
）。
具

体
的
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い

た
の
で
こ
こ
に
あ
げ
る
。

　「
診
療
時
間
が
済
ん
で
5
分

く
ら
い
し
て
電
話
で
受
診
依
頼

が
あ
り
、
所
用
有
り
無
理
と
言

う
と
応
召
義
務
が
な
い
の
か
と

言
わ
れ
た
。
す
ぐ
な
ら
診
る
が

来
れ
る
の
か
と
言
っ
た
ら
電
話

を
切
ら
れ
た
」

　
こ
の
対
応
で
は
時
間
外
で
も

医
師
が
「
診
る
意
思
」
を
患
者

側
に
伝
え
て
い
る
の
で
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
他

の
医
療
機
関
が
周
辺
に
あ
る
場

合
は
、
そ
の
医
療
機
関
を
紹
介

す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ

る
。

１ ．①専門外であることが明白な患者、②医師の飲酒時の診療、③飛行機内などの急病
者、④往診が通常の手段でアクセスできない場所など、⑤今後、遠隔診療が進むとテ
レビ電話で判断を強制されることも出てくるかもわかりません。

２ ．クレーマーのような（病気の変化が明らかに認められないのに、頻回に来るケース
など）状況での対応。

３ ．「医療は進んでいる」「早期発見・早期治療が大事」などの言葉が医療者側からよく
言われますが、この言葉を聞くと「病気・怪我は直ぐ診て貰わなければならない」に
繋がり、どんな事情があろうと断れないことに繋がることもあると考えます。

４ ．最初から不払いと宣言して受診してくる例。第三者行為で受傷した場合等で「被害
者だから払う必要はない」という誤った認識を強く持って受診されるケース等。

５ ．通達で広義にも狭義にでも捉えられるような状況と言うのは今の医師の労働環境を
考えると不適切のように思います。むしろ応召義務を存続させるか廃止するかの議論
をすべきではないでしょうか？　廃止しなければトラブルは常に起こり得ると考えます。

６ ．診療所と住居が同一建物の場合、休日や時間外に電話連絡なしに受診される場合が
あるが、その時も必ず応召しなければならないのか？（勿論、救急事態には応じます）

７ ．勤務医ならば、院外に退出した後。開業医ならば外出中。「正当でない事由」を通
達で出して貰い、それ以外は「正当な事由」として認める。つまり「正当な事由」を
通達で出されているのでそれ以外は正当でないという論理になっているのが現状で
す。「正当な事由」として認められないものを列挙して貰えば、それ以外は全て「正
当な事由」になります。

８ ．一方的な「権利」を主張する患者が増えている昨今、医師と患者の立場はイーブン
であって診療を拒否する権利は認められるべきである。

９ ．患者本人や家族、第三者の関係者と称する人からの不当な圧力。言葉・圧力態度が
あるとき。待合室で粗暴な言動で他の患者さんが恐怖を感じるとき。

10 ．度々に明らかに故意と思われる不払いは正当な事由と認めてほしい。

11 ．少し脱線しますが、留守番電話に時間外診療を求めるメッセージが入っていた時、
どう対応すべきかいつも悩んでいます。

　
協
会
は
、
会
員
に
対
し
て
常
に
医
療
安
全
対
策
を
啓
発
し
て
い
る
。
2
0
1
2

年
に
医
療
安
全
対
策
部
会
で
「
対
応
に
苦
慮
す
る
患
者
さ
ん
た
ち
―
応
召
義
務
に
つ

い
て
」
と
題
し
た
医
療
安
全
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
例
年
の
2
倍
近

い
参
加
者
が
あ
り
、
会
員
が
い
か
に
患
者
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
か
の
結
果
と
考
え

た
。
そ
し
て
17
年
現
在
で
は
、
医
師
の
働
き
方
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
報
道
に
よ

る
と
「
全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
」
や
「
東
京
過
労
死
を
考
え
る
家
族
の
会
」
な
ど
が
長

時
間
労
働
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
応
召
義
務
の
廃
止
や
法
改
正
を
求
め
る
声
明
を
発

表
し
て
い
る
（
17
年
9
月
4
日
）。
応
召
義
務
が
患
者
対
応
の
み
な
ら
ず
、
医
師
の

実
生
活
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
か
ら
今
回
は
、
応
召
義
務
に
つ
い
て
の
意
識
・
実
態
を
調
査
す
る
た
め
に
、
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。

図 1  「応召義務」が医師法第19条で定めら
れていることをご存知ですか。

図 2  「応召義務」を意識したこと、あるい
は患者さんから意識させられたご経
験はありますか。

図 3  「応召義務」に関して患者さんとトラ
ブルになりかけた、あるいはなった
ことはありますか。

図 4  「応召義務」違反に刑事罰がないこと
をご存知ですか。

4
割
未
満
と
な
っ
て
お
り
（
図

2
）、
日
常
診
療
に
お
い
て
は
、

度
々
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い

よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
頻

繁
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、

協
会
に
も
会
員
か
ら
応
召
義
務

に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
や
相

談
が
あ
り
、
相
談
者
が
真
剣
に

悩
ん
で
い
る
状
況
が
散
見
さ
れ

る
。
今
ま
で
の
相
談
で
は
比
較

的
、
短
期
間
に
解
決
で
き
る
問

題
が
多
い
の
で
、
お
悩
み
に

　
ま
た
、
応
召
義
務
に
刑
事
罰

が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
8
割
以
上
が
「
知
ら
な

い
」
で
あ
っ
た
（
図
4
）。
こ

の
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
問
題
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

協
会
が
会
員
か
ら
の
相
談
を
聞

く
中
で
、
必
要
以
上
に
応
召
義

務
を
意
識
し
、
あ
る
い
は
「
恐

れ
て
」
い
る
様
子
も
垣
間
見
ら

れ
る
。
応
召
義
務
の
捉
え
方

は
、
そ
の
場
面
場
面
で
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑
な
問
題

も
絡
ん
で
い
る
が
、
必
要
以
上

に
医
師
が
恐
れ
て
、
無
理
難
題

を
言
っ
て
く
る
患
者
に
翻
弄
さ

れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、

日
常
診
療
に
悪
影
響
を
与
え
か

ね
な
い
。

　
そ
の
一
方
で
、
刑
事
罰
は
な

い
が
、
た
と
え
レ
ア
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
、
民
事
裁
判
を
申
し

立
て
ら
れ
た
り
、
行
政
処
分
の

対
象
に
も
な
り
得
る
こ
と
は
十

分
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
応
召
義
務
は
突
き

詰
め
て
考
え
だ
す
と
、
極
め
て

悩
ま
し
い
状
況
に
陥
り
や
す
い

も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
こ
そ
、

協
会
は
会
員
各
位
の
よ
り
良
き

相
談
相
手
と
し
て
い
つ
で
も
対

応
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
、
思

い
立
っ
た
時
、
困
っ
た
時
こ
そ

ご
相
談
い
た
だ
き
た
い
。

　
最
後
に
、
応
召
義
務
が
免
責

さ
れ
る
「
正
当
な
事
由
」
に
つ

い
て
の
希
望
・
意
見
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
11
人
か
ら
回
答
を
得

た
の
で
全
て
を
あ
げ
る
（
左

掲
）。応召義務が免責される「正当な事由」についての希望・意見

医療安全を
身につけるために
― 医療安全研修
 DVD PartⅡ
定価 10,000円
京都協会会員 5,000円
他府県協会会員 7,000円
 （税込）・送料別

全く知らない
1人

あまり
知らない
7人

まあまあ
知っている
24人

よく知っている
12人

ある17人

ない 23人

覚えていない
4人

ある1人

ない
40人

不明 3人

知っている
8人

知らない
36人

時
間
外
、
ど
こ
ま
で
対
応
？

困
っ
た
と
き
は
協
会
へ
相
談
を

医療安全担当者スクール

テキスト
「事例で見る医療安全対策の心得」第Ⅱ章の完全マスター
　患者対応法のマスターを目指します。レッスンはテキストのみでなく、
受講者の希望に沿った内容を含めることも可能です。例えば、自院で実
際に発生した事例を基に、テキストに沿って分析・評価することもでき
ます。
※ このスクールは、医療法で定められている医療安全研修に相当します。協会主催の
「医療安全シンポジウム」等と合わせて参加されれば、年２回程度と定義されている
研修義務がクリアされます。

開催日時
受講回数 ご相談の上、受講者のご希望に沿います
受講会場 京都府保険医協会事務所
テキスト  事例で見る医療安全対策の心得・第Ⅱ章
 「医療安全対策の常識と工夫」
受講費用 １万円（回数に限らず）

まずはお電話を！　☎075‒212‒8877

会員医療機関限定 申込受付中！
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代議員月例
アンケート 103

対
象
者
＝
代
議
員
89
人
、
回
答
数
＝
44（
回
答
率
49
・
4
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
7
年
9
月
22
日
〜
10
月
10
日

応
召
義
務
に
つ
い
て

医
療
現
場
を
悩
ま
す
応
召
義
務



点数改定関連企画（第662回 社会保険研究会）

日　時  1 月20日 （土）午後２時30分～４時30分
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
講　師 日経ヘルスケア記者　二羽 はるな 氏

2018年度診療報酬改定の方向性

定　員 60人（先着順）１医療機関１名とさせていただきます。
主　催 京都府保険医協会　　
参加費 3,000円（資料代含む）当日ご持参下さい。
※ お申し込みは、グリーンペーパー11月号（Ｐ25）の申込用紙にてお願い
します。

お申し込み・お問い合わせは 京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで

※ 日医生涯教育講座　カリキュラムコード：06. 医療制度と法律 0.5単位／09. 医療情報 0.5単位／
73. 慢性疾患・複合疾患の管理 0.5単位／80. 在宅医療 0.5単位

第661回 社会保険研究会

TPP反対京都ネット講演会

日　時 12月 2 日 （土）午後２時30分～４時30分
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
講　師 京都府立医科大学特任助教
　 日本遠隔医療学会遠隔診療モデル研究分科会長
 加藤 浩晃 氏

　TPPからの米国離脱後、米国抜きでのTPP11、東アジア地域包括的経済
連携（RCEP）、日本とEUの経済連携協定（EPA）、日米経済対話―と、
安倍政権は同時並行的に自由貿易の拡大を目指して動いています。TPPの
危機は、かたちを変えて私たちに襲いかかろうとしているのです。講演会
では、こうした自由貿易協定が地方自治に及ぼす影響を中心に、岡田教授
に解き明かしてもらいます。

日　時 12月13日 （水）午後６時30分～８時30分
場　所 京都府保険医協会・会議室
 ※駐車・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用下さい

講　師 京都大学大学院経済学研究科教授　岡田 知弘 氏
主　催 ＴＰＰ反対京都ネット
連絡先 京都府保険医協会（☎075-212-8877）

遠隔診療の現状と展望～ 法整備から臨床現場・保険診療まで ～

TPP、FTAの政治経済学と地方自治

講師からのメッセージ
　2015年 8 月の遠隔診療に関する事務連絡以降、多くの企業から遠隔診療を行う
ためのプラットフォームサービスがリリースされている。16年11月の未来投資会
議において、政府としても遠隔診療を推進する立場が見られたため、東京では遠
隔診療を導入する医療機関もだんだん増えてきている。しかし、日本遠隔医療学
会の分科会活動として日本におけるさまざまな遠隔診療の事例を調査していると、
適切な遠隔診療が行われているか疑問が生じる事例も見受けられる。
　本講演では、遠隔診療にかかわる法整備に関して現状を整理し、臨床現場での
活用事例や保険診療において注意すべき点ならびに今後の展望について話したい。

講師からのメッセージ
　2018年度は診療報酬・介護報酬の同時改定に加え、医療計画
や介護保険事業計画、医療費適正化計画などが一斉に見直され
る節目の年となる。2025年に向けて医療提供体制を整備するため、大きくかじを
切る実質的に最後の機会であり、報酬体系も大きく見直される可能性がある。既
に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価にＤＰＣデータを活用したり、
遠隔診療を新たな枠組みで評価するなどの方向性が打ち出されている。中央社会
保険医療協議会や関連分科会の議論を基に、次期改定の方向性を解説する。

イタリアンランチ付「陶芸教室」

参加費
無 料

京都北・上京東部・西陣医師会
11月30日（木） 午後 2 時～ 京都府保険医協会・ルームＡ

乙訓医師会
12月 4 日（月） 午後 2 時～ 乙訓医師会会議室

伏見医師会
12月 8 日（金） 午後 2 時～ 伏見医師会館

福知山・綾部医師会
12月 9 日（土） 午後 4 時～ 福知山医師会館

地
区
医
師
会
と
の

懇
談
会

※日程が変更となりました

2017年度

　京都府独自の福祉医療制度41434445や自立支援
医療、難病医療などを中心に、公費負担医療の基
礎的事項を分かりやすく解説します。説明会のテ
キストとなる 『公費負担医療等の手引（2017年11
月版）』は11月10日に発送 しました。 会員の先生方
には１冊無料で送付 していますので、ぜひご活用
下さい。複数冊ご希望の場合は、１冊3,200円で販
売します。保険医協会事務局までお申込み下さい。

②京都市会場
 日　時 １月18日（木）午後２時～４時30分
 場　所 京都府保険医協会・ルームA～C

④舞鶴市会場
 日　時 12月21日（木）午後２時～４時30分
 場　所 舞鶴西総合会館３階　林業センター会議室
  舞鶴市字南田辺１番地　☎0773-75-2250

 共　催 （一社）舞鶴医師会

③木津川市会場
 日　時 12月16日（土）午後２時～４時30分
 場　所 木津川市中央交流会館「いずみホール」２階会議室
  木津川市木津宮ノ内92　☎0774-72-8800

 共　催 （一社）相楽医師会

追加開催
決定！

①京都市会場

12月11日（月）・18日（月）は定員に達しました。

「公費負担医療」の説明会
京都市会場 1月18日（木）追加開催します

対　象 医師、医療事務担当者
持ち物 『公費負担医療等の手引（2017年11月版）』を
 必ずご持参下さい。
 ※ 会員に１冊無料で送付済（11月10日）。説明会当日も販売しま

す（１冊3,200円）。
※ お申し込みは、グリーンペーパー11月号（Ｐ26）の申込用紙にてお願い
します。

※ ③④は駐車場（一部有料）がありますが、①②は駐車場がありませ
ん。できる限り公共交通機関をご利用下さい。

叡山電鉄本線

XIV京都 八瀬離宮

宝ヶ池駅北山通

出町柳駅

八瀬
比叡山口駅

国際会館駅

叡山電鉄鞍馬線

白
川
通烏

丸
通

賀茂川 高野
川

主　催 京都府保険医協会

参加費
無 料

要申込

受付終了

日　時 12月10日 （日）
 陶　芸：午前10時30分～午後12時00分
 ランチ：午後12時00分～
場　所 エクシブ京都 八瀬離宮（左京区八瀬野瀬町74番地）
 ※地下鉄「国際会館」より送迎バスがあります
定　員 25人（定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます）
申込締切日　12月１日 （金） まで
参加費 会員：5,000円、非会員：6,000円
※作品は後日発送となりますので、郵送代金が別途必要となります。

ややこしい公費を基礎から解説！

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 1 1 月 2 5 日第 3 0 1 4 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月10日･25日発行

改定版発行!!

福祉医療
の制度を
中心に



難
病
医
療
（
54
）
や
小
児
慢
性
（
52
）
の

適
用
区
分
と
対
象
外
医
療
の
限
度
額
に
つ
い
て

柴田陽一郎　税理士

外村　弘樹　公認会計士・税理士
山口　　稔　税理士
廣井　増生　税理士
乗岡　五月　税理士
牧野　伸彦　税理士
鴨井　勝也　税理士

協力専門家一覧　税理士

お問い合わせは協会事務局まで ☎075-212-8877 FAX075-212-0707

お問い合わせは協会事務局まで ☎075-212-8877

◇ 会員の希望される税理士をご紹介
します
◇随時、必要な時に相談できます
ご都合の良い日を日程調整します
◇相談は無料（ただし、１事案１回限り）
※ １事案につき１回の無料相談を超えての
ご相談は、個別相談に移行し有料になり
ます

経営相談 ～協会の無料相談室～
　医院経営から、贈与・相続、生命保険や損害保険など
の税務も含めて、なんでもご相談いただけます！

ご自身の病院・診療所で
接遇研修をしませんか？

経験豊かな講師を
派遣します

自院で実施するので、医療機関で実際に起こる場
面を想定した実技を取り入れるなど、オリジナルの
研修が可能です。従業員の育成や接遇力向上の一
助に、ご活用下さい。講師は接遇研修に精通した
ベテランの方を派遣します（㈱JAPAN・SIQ協会）。

•患者さんからのクレーム応対研修
•電話対応研修
•チームパワーアップ研修
•リーダー研修　など

研修の感想（抜粋）
• 基本的な対応から実践的な対応まで短
い時間の中でやっていただいた。

• ロールプレイングを多く取り入れて下
さったので、楽しく学ぶことができた。

研 

修 

例

ご希望の日時・内容を
事前にお伺いします。
費用など、お気軽に
お問い合わせ下さい。

　
Ｑ
、
難
病
法
に
係
る
特
定
医

療
費
助
成
制
度
（
法
別
54
）
の

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
が
、

54
対
象
外
医
療
を
同
月
に
受
け

ら
れ
る
場
合
、
受
給
者
証
に
記

載
の
適
用
区
分
を
も
っ
て
、
54

対
象
外
医
療
の
自
己
負
担
上
限

額
を
判
断
し
て
も
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て

下
さ
い
。

　
難
病
法
に
係
る
特
定
医
療
費

助
成
制
度
（
法
別
54
）
や
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
事
業

（
法
別
52
）
の
受
給
者
証
の
適

用
区
分
に
記
載
が
あ
る
方
に
つ

い
て
は
、
保
険
者
に
よ
る
限
度

額
適
用
認
定
を
受
け
て
い
る
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、

54
・
52
対
象
外
医
療
に
つ
い
て

も
受
給
者
証
に
記
載
の
適
用
区

分
に
応
じ
て
高
額
療
養
費
の
現

物
給
付
が
な
さ
れ
ま
す
。

　
医
療
従
事
者
が
勤
務
先
医
療

施
設
で
受
療
す
る
場
合
、
そ
の

診
療
情
報
に
は
、
当
然
に
守
秘

義
務
が
及
ぶ
。
就
労
可
否
の
判

断
に
目
的
外
使
用
さ
れ
、
訴
訟

に
な
っ
た
事
例
を
紹
介
す
る
。

　
2
0
1
1
年
3
月
16
日
、
看

護
師
Ｘ
は
、
Ｙ
病
院
に
雇
用
さ

れ
病
棟
勤
務
を
開
始
し
た
。

　
Ｘ
は
、
5
月
末
頃
か
ら
手
掌

の
紅
斑
や
口
内
炎
が
出
現
し
、

飛
蚊
、
目
の
か
す
み
な
ど
を
感

じ
た
。
27
日
Ｓ
病
院
眼
科
医
は

右
ブ
ド
ウ
膜
炎
と
診
断
し
、
梅

毒
を
疑
い
、
Ｔ
Ｐ
定
性
陽
性
、

Ｒ
Ｐ
Ｒ
高
値
で
、
Ｙ
病
院
の
Ａ

れ
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
と
確
定
診
断

さ
れ
た
。
Ｘ
は
、
梅
毒
と
Ｈ
Ｉ

Ｖ
の
重
複
感
染
で
、
標
準
的
な

感
染
対
策
を
行
え
ば
患
者
に
感

染
さ
せ
る
危
険
は
な
か
ろ
う

と
、
Ｙ
病
院
に
感
染
の
事
実
を

告
げ
ず
看
護
業
務
継
続
を
望

み
、
出
勤
し
た
。
職
員
に
知
ら

れ
ぬ
よ
う
、
Ｋ
大
学
病
院
で
の

治
療
を
考
え
た
。

　
Ｃ
医
師
は
、
上
記
の
旨
を
8

月
11
日
付
け
で
Ｂ
医
師
に
書
信

し
、
Ｂ
は
、
Ａ
副
院
長
に
電
話

報
告
し
た
。
そ
の
際
Ａ
は
、
Ｙ

病
院
の
他
の
関
係
者
に
伝
え
る

こ
と
の
Ｘ
の
同
意
の
有
無
を
訊

か
な
か
っ
た
。
14
日
Ａ
は
、
院

内
感
染
対
策
の
検
討
に
、
院
長

に
報
告
し
、
看
護
師
長
と
も
協

議
し
、
院
長
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
ウ
イ

ル
ス
量
が
下
が
る
ま
で
休
業
と

の
方
針
を
決
め
た
。
看
護
師
長

は
、
看
護
部
長
お
よ
び
事
務
長

に
も
そ
の
旨
を
伝
え
た
。
同
日

Ｘ
は
、
全
身
紅
斑
で
Ｃ
医
師
を

受
診
し
、
18
日
に
Ｄ
医
師
を
受

診
し
、
そ
の
際
の
相
談
で
、
業

務
継
続
は
可
能
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性

告
知
は
不
要
と
助
言
さ
れ
た
。

　
Ｘ
は
、
22
日
出
勤
時
に
看
護

師
長
に
呼
ば
れ
、
Ａ
副
院
長
を

交
え
て
休
業
を
要
請
さ
れ
、
情

報
の
漏
え
い
に
不
審
を
抱
い

た
。
3
カ
月
間
の
安
静
加
療
の

診
断
書
が
発
行
さ
れ
、
Ｘ
は
治

療
継
続
し
、
11
月
17
日
に
は
体

が
痒
く
、
飛
蚊
症
や
肛
周
の
小

丘
疹
が
残
っ
た
。
別
部
署
の
仕

事
に
遺
留
さ
れ
た
が
、
院
内
で

知
れ
渡
っ
た
か
と
恐
れ
、
30
日

付
で
退
職
し
た
。

　
翌
年
、
Ｘ
は
、
患
者
情
報
を

本
人
の
同
意
な
く
第
三
者
に
提

供
し
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
第
23
条
1
項
違
反
）、

本
人
の
同
意
な
く
特
定
外
の
利

用
目
的
（
労
務
管
理
）
に
供
し

た
（
同
法
第
16
条
1
項
違
反
）

医
師
ら
の
違
法
行
為
に
よ
る
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
主
張
し

て
、
Ｋ
大
学
お
よ
び
Ｙ
病
院
に

慰
謝
料
1
0
0
0
万
円
等
を
請

求
し
、
Ｋ
と
は
金
1
0
0
万
円

で
和
解
し
、
Ｙ
病
院
に
は
計
1

0
1
7
万
余
円
を
求
め
訴
訟
継

続
し
た
。

　
裁
判
所
は
、
診
療
情
報
の
個

人
情
報
と
し
て
の
利
用
は
、
患

者
の
治
療
・
療
養
目
的
の
範
囲

に
限
ら
れ
、
Ｙ
病
院
で
は
Ｂ
医

師
お
よ
び
Ａ
副
院
長
に
限
ら

れ
、
本
人
の
同
意
な
く
そ
の
他

へ
の
提
供
は
違
法
（
同
法
第
23

条
1
項
）
で
、
労
務
管
理
上
の

目
的
で
は
違
法
（
同
法
第
23
条

1
項
）
で
、
Ａ
・
Ｂ
以
外
へ
の

情
報
提
供
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
の
不
法
行
為
と
認
め
、
慰
謝

料
を
金
2
0
0
万
円
と
し
た

（
福
岡
地
裁
久
留
米
支
判
　
平

成
26
・
8
・
8
）。

　
Ｙ
病
院
は
、
控
訴
し
た
。
裁

判
所
は
、「
本
件
情
報
共
有

は
、
同
一
事
業
者
内
に
お
け
る

情
報
提
供
で
あ
る
か
ら
、
第
三

者
に
対
す
る
情
報
提
供
に
は
該

当
し
な
い
」
と
し
て
原
審
の
判

断
を
変
更
し
た
。
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
の
慰
謝
料
を
50
万
円

と
す
る
な
ど
計
61
万
余
円
に
減

額
し
た（
福
岡
高
判
平
成
27
・

8
・
8
）。
Ｙ
は
上
告
し
不
受

理
と
さ
れ
た
（
最
三
小
決
　
平

成
28
・
3
・
29
）。

　
厚
生
労
働
省
の
エ
イ
ズ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
（
1
9
9
5
年
2
月

20
日
付
、
2
0
1
0
年
4
月
30

日
付
）
で
は
、
感
染
し
た
医
療

従
事
者
の
就
労
行
為
と
他
の
患

者
へ
の
感
染
誘
発
の
可
能
性
と

に
関
連
し
て
、「
事
業
者
は
…

エ
イ
ズ
問
題
に
対
す
る
基
本
的

な
方
針
を
作
り
、
エ
イ
ズ
対
策

に
自
発
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

望
ま
し
い
。
な
お
、
労
働
者
が

通
常
の
勤
務
に
お
い
て
業
務
上

Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
含
む
血
液
な
ど
に
接

触
す
る
危
険
性
が
高
い
医
療
機

関
等
の
職
場
に
お
い
て
は
、
感

染
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
別
途

配
慮
が
必
要
で
あ
る
…
」
と
さ

れ
る
な
ど
、
適
切
な
対
応
が
望

ま
れ
る
。

副
院
長
に
同
院
非
常
勤
で
Ｋ
大

学
病
院
の
呼
吸
器
内
科
Ｂ
医
師

へ
の
受
診
を
勧
め
ら
れ
、
Ｋ
大

学
病
院
に
紹
介
さ
れ
、
皮
膚
科

Ｃ
医
師
に
第
2
期
顕
性
梅
毒
と

確
定
診
断
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｃ

Ｄ
4
値
が
1
9
9
で
10
％
な
ど

Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染
を
疑
い
、
同
意

の
上
の
簡
易
検
査
は
陽
性
で
、

血
液
内
科
Ｄ
医
師
に
紹
介
さ

その4

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
医
療
従
事
者
へ
の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

侵

害

医
療
安
全
対
策
部
担
当
理
事
　
宇
田 

憲
司

感
染
症
に
関
わ
る

医
療
安
全
対
策

裁
判
事
例
に
学
ぶ

総
務
部
会

 

有
井 

悦
子

患
者
・
医
療
者
と
も
に
暮
ら
し
や
す
く

　
子
育
て
も
診
療
も
大
事
に
し

た
い
と
1
9
8
9
年
に
開
業

し
、「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
、
経
過
を
聴
き
説
明
し
て
い

た
の
は
家
族
に
で
、
意
見
表
明

権
と
情
報
の
権
利
に
則
り
、
子

ど
も
か
ら
聴
き
、
養
生
、
治
療

を
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
よ
く

養
生
し
、
治
癒
力
に
目
を
み
は

り
ま
し
た
。
子
ど
も
を
主
体
と

し
て
で
は
な
く
、
保
護
し
、
与

え
る
存
在
と
み
て
い
た
こ
と
に

遅
ま
き
な
が
ら
気
付
き
ま
し

た
。 

　
さ
て
、
バ
ス
や
地
下
鉄
、
喫

茶
店
な
ど
で
聴
こ
え
て
く
る
の

は
医
療
の
話
題
で
す
。
病
気
に

罹
り
、
身
体
は
勿
論
、
こ
こ
ろ

の
苦
し
さ
を
抱
え
て
お
ら
れ
、

そ
の
苦
し
さ
を
医
療
者
の
態
度

や
言
葉
が
増
幅
し
て
い
ま
す
。

医
療
者
は
患
者
さ
ん
を
思
い
、

正
し
い
こ
と
を
指
示
的
に
伝
え

ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の

患
者
さ
ん
の
生
活
信
条
、
生
活

習
慣
、
疑
問
、
不
安
に
耳
を
傾

け
ら
れ
に
く
く
な
っ
て
い
ま

す
。
来
し
方
を
尊
重
し
、
変
え

に
く
い
習
慣
を
ど
の
よ
う
に
軌

道
修
正
す
る
か
、〝
と
も
に
考

え
る
〞
と
い
う
余
裕
は
、
な
か

な
か
望
め
ま
せ
ん
。 

　
手
術
の
場
合
は
や
む
を
得
な

い
と
し
て
も
、
検
査
や
健
診
で

も
、
同
意
書
を
事
務
的
に
渡
さ

れ
、
言
質
の
如
く
サ
イ
ン
を
求

め
ら
れ
ま
す
。
一
般
の
方
は
ど

れ
く
ら
い
医
学
用
語
を
解
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
。

　
昔
に
較
べ
、
権
利
を
主
張
さ

れ
る
患
者
さ
ん
が
増
え
た
印
象

は
否
め
ま
せ
ん
し
、
訴
訟
に
備

え
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
中
に
は
、
一
見
判
り
に

く
い
け
れ
ど
、
大
き
な
生
き
づ

ら
さ
を
密
か
に
抱
え
て
こ
ら
れ

た
発
達
症
（
発
達
障
害
）
の
方

々
が
お
ら
れ
ま
す
。

　
苦
労
し
て
こ
ら
れ
た
だ
け
極

端
な
こ
だ
わ
り
や
頑
固
な
思
い

込
み
が
あ
り
、
医
療
者
も
苦
慮

し
ま
す
。

　
そ
こ
で
「
発
達
障
害
が
あ
っ

て
も
普
通
に
受
診
で
き
る
よ
う

に
」
と
題
し
て
社
会
保
険
研
究

会
を
実
施
し
ま
し
た
。
わ
か
り

や
す
く
役
に
立
つ
講
演
で
し
た

が
、
出
席
者
は
少
な
か
っ
た
の

で
、
ま
た
企
画
し
ま
す
。

　「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
で

は
〝
最
善
の
利
益
〞
が
謳
わ
れ

て
い
て
、
目
指
し
て
い
て
も
そ

う
は
い
か
ず
、
医
業
か
ら
撤
退

し
た
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 

　
そ
れ
で
も
、
当
方
の
2
人
の

外
科
系
主
治
医
は
、
大
変
お
忙

し
い
の
に
素
振
り
を
見
せ
ず
、

ス
キ
を
用
意
し
て
下
さ
い
ま

す
。
穏
や
か
に
、
専
門
外
の
患

者
の
心
配
を
聴
い
て
ご
説
明
下

さ
る
誠
実
さ
に
習
い
続
け
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
患
者
さ
ん
に
丁
寧
に
遇
す
る

と
診
療
報
酬
改
定
に
際
し
、

「
こ
ん
な
に
安
い
医
療
費
で
は

申
し
訳
な
い
」
と
患
者
さ
ん
が

後
押
し
し
て
下
さ
る
で
し
ょ
う

か
。

ＤＣゴールド
カードのご案内

京都クレジットサービス㈱
と提携しているゴールド
カードは、京都府保険医協
会の会員は個人・家族・法
人カードとも年会費は永久
無料です。有利な特典も備
えております。ぜひご利用
下さい。

年会費 永久無料
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2
0
1
2
年
4
月
か
ら
14
年

1
月
ま
で
、
本
格
的
に
住
民
の

被
ば
く
調
査
の
検
討
を
開
始
し

た
。
放
射
線
被
ば
く
は
、
①
空

間
線
量
に
よ
る
被
ば
く
②
食
事

由
来
の
被
ば
く
③
大
気
中
粉
塵

に
よ
る
被
ば
く
―
の
三
つ
の
経

路
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
点

で
は
、
主
た
る
汚
染
物
質
は
セ

シ
ウ
ム
1
3
4
、
1
3
7
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
我

々
は
、
相
馬
市
玉
野
、
南
相
馬

市
原
町
区
、
川
内
村
の
3
地
点

で
行
う
こ
と
と
し
た
。
3
地
域

の
放
射
線
被
ば
く
線
量
に
つ
い

て
、
事
故
の
初
期
に
放
出
さ
れ

る
放
射
性
ヨ
ウ
素
に
よ
る
被
ば

く
が
評
価
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
限
界
で
の
調
査
で
あ
る
。
玉

野
地
域
で
は
Ｔ
さ
ん
に
、
南
相

馬
で
は
金
子
さ
ん
に
、
川
内
村

で
は
町
の
職
員
の
皆
さ
ん
、
特

に
2
人
の
Ｉ
さ
ん
の
ご
支
援
を

い
た
だ
い
た
。

　
②
の
食
事
中
の
放
射
性
物
質

の
測
定
は
、
陰
膳
方
式
と
い
う

実
際
に
各
個
人
が
食
べ
た
も
の

を
も
う
一
人
分
余
計
に
つ
く
る

方
法
で
、
12
年
と
13
年
の
夏
、

冬
、
合
計
4
回
行
っ
た
。
こ
の

方
法
は
、
戦
争
中
に
戦
地
に
出

か
け
た
夫
や
息
子
の
た
め
に
、

無
事
を
祈
っ
て
供
え
る
食
膳
で

あ
り
、
筆
者
の
恩
師
で
あ
る
秋

田
大
学
の
加
美
山
茂
利
名
誉
教

授
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
。

　
利
点
と
し
て
は
精
密
な
成
分

の
定
量
分
析
が
可
能
と
な
る

が
、
提
供
者
の
手
間
と
、
材
料

の
確
認
と
調
理
法
の
記
録
な
ど

が
必
要
な
た
め
、
多
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
必
要
と
な
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
厳
密
に

食
事
由
来
の
セ
シ
ウ
ム
を
定
量

分
析
す
る
た
め
、
陰
膳
法
を
採

用
し
、
総
勢
30
人
の
栄
養
系
の

研
究
者
や
管
理
栄
養
士
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
た
。

研
究
者
・
参
加
者
は
、
皆
一
様

に
福
島
に
何
か
役
立
ち
た
い
と

の
思
い
か
ら
の
参
加
で
あ
り
、

個
人
の
自
宅
を
訪
問
し
、
調
理

法
や
献
立
の
詳
細
に
つ
い
て
聞

く
と
と
も
に
、
住
民
の
現
在
の

思
い
や
不
安
な
ど
を
直
に
地
域

の
住
民
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
多
く
の
住
民
は
、
子
ど
も

世
代
の
帰
還
を
望
ん
で
お
り
、

年
寄
り
夫
婦
だ
け
で
の
味
気
な

い
生
活
を
嘆
い
て
い
た
。
学
生

は
、
福
島
の
現
状
を
知
る
機
会

を
得
て
、
改
め
て
原
発
事
故
を

実
感
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
、
貴
重
だ
っ
た
と
報
告

し
て
く
れ
た
。

　
こ
の
食
事
調
査
の
外
に
、
空

間
線
量
計
を
各
個
人
に
配
り
個

人
被
ば
く
量
と
、
大
気
中
の
粉

塵
を
継
続
的
に
集
め
、
大
気
粉

塵
中
の
放
射
能
の
測
定
を
継
続

し
て
行
っ
た
。

　
以
上
の
結
果
、
年
間
被
ば
く

　
井
田
憲
司
氏
（
享
年
70
、
山

科
）
9
月
23
日
ご
逝
去
。

　
日
置
辰
一
朗
氏
（
享
年
99
、

山
科
）
10
月
24
日
ご
逝
去
。

　
田
中
熟
氏
（
享
年
69
、
伏

見
）
11
月
6
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

線
量
は
、
川
内
村
で
平
均
0
・

89 

mSv
、
玉
野
地
域
で
は
2
・

51 

mSv
、
南
相
馬
で
は
1
・

51 

mSv
で
あ
り
2
0
2
2
年
に

は
、
川
内
村
が
0
・
31 

mSv
、

玉
野
地
域
で
は
0
・
87 

mSv
、

南
相
馬
で
は
0
・
53 

mSv
と
推

定
さ
れ
た
。
生
涯
に
わ
た
る
被

ば
く
線
量
で
増
加
す
る
悪
性
新

生
物
も
生
活
習
慣
病
に
よ
る
範

囲
内
に
収
ま
る
程
度
と
判
明

し
、
被
ば
く
線
量
に
つ
い
て
の

安
全
性
が
証
明
さ
れ
た
。
こ
の

成
果
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な

一
線
で
の
研
究
者
の
レ
ビ
ュ
ー

を
受
け
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え

「 P
roceeding of the 

N
ational A

cadem
y of 

Science U
SA  

」に
投
稿
し

参
加
者
30
人
の
連
名
論
文
と
し

て
14
年
に
掲
載
さ
れ
た
。

京都大学医学研究科環境衛生学分野教授　小泉 昭夫

福島第一原発
事故後の現場より 現在の課題 ④

　
◇
月
給
制
と
い
っ
て
も
、
完

全
月
給
制
と
日
給
月
給
制
の
2

種
類
が
あ
り
ま
す

　
正
職
員
は
、
月
給
制
が
一
般

的
で
す
。
所
定
労
働
日
数
の
多

寡
に
関
係
な
く
、
1
カ
月
い
く

ら
と
月
単
位
で
支
払
額
を
決
め

ま
す
。

　
欠
勤
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
分

を
控
除
せ
ず
に
定
額
を
支
払
う

も
の
を
、
完
全
月
給
制
と
呼
び

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
欠
勤
控

除
あ
り
の
仕
組
み
を
日
給
月
給

制
（
ま
た
は
月
給
日
給
制
）
と

い
い
ま
す
。
名
称
は
月
給
制
で

も
、
日
給
的
な
性
格
を
帯
び
て

い
ま
す
。
特
に
、
一
般
職
員
を

対
象
と
し
て
日
給
月
給
制
を
取

る
医
院
が
大
部
分
で
す
。

　
◇
ノ
ー
ワ
ー
ク
・
ノ
ー
ペ
イ

の
原
則

　
労
働
契
約
で
労
働
す
べ
き
と

定
め
ら
れ
て
い
る
日
に
、
欠
勤

や
遅
刻
な
ど
で
労
務
提
供
で
き

な
か
っ
た
と
き
は
、
一
般
に
職

員
の
都
合
に
よ
る
労
働
契
約
の

不
履
行
に
該
当
し
、
労
働
の
対

価
た
る
賃
金
の
請
求
権
が
発
生

せ
ず
、
使
用
者
の
支
払
義
務
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ノ
ー
ワ
ー
ク
・
ノ
ー
ペ
イ
の

原
則
に
よ
り
、
賃
金
カ
ッ
ト
が

可
能
と
な
る
範
囲
は
、
職
員
の

不
就
労
時
間
の
賃
金
に
限
ら
れ

ま
す
。
3
回
遅
刻
を
し
た
ら
、

1
日
分
の
賃
金
を
カ
ッ
ト
す
る

と
か
、
5
分
の
遅
刻
を
30
分
と

し
て
カ
ッ
ト
す
る
よ
う
な
医
院

が
と
き
ど
き
あ
り
ま
す
が
、
不

就
労
時
間
以
上
の
賃
金
カ
ッ
ト

は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で

注
意
し
て
下
さ
い
。

　
た
だ
し
、
就
業
規
則
な
ど
で

不
就
労
時
間
の
賃
金
も
支
払
う

と
い
う
特
約
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
定
め
に
し
た
が
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
◇
労
基
法
で
は
欠
勤
控
除
に

つ
い
て
明
確
な
定
め
な
し

　
日
給
月
給
制
の
場
合
、
ノ
ー

ワ
ー
ク
・
ノ
ー
ペ
イ
の
原
則
に

基
づ
い
て
、
欠
勤
控
除
を
行
い

ま
す
。し
か
し
、労
基
法
で
は
、

欠
勤
控
除
に
つ
い
て
明
確
な
計

算
方
法
を
定
め
て
い
ま
せ
ん
。

　
解
釈
例
規
で
は
、「
月
給
に

つ
い
て
日
割
計
算
を
行
う
こ
と

は
賃
金
自
体
の
計
算
に
関
す
る

こ
と
で
あ
る
（
別
段
差
し
支
え

な
い
）。
な
お
、
賃
金
の
控
除

額
は
、
施
行
規
則
第
19
条
（
割

増
賃
金
の
基
礎
と
な
る
賃
金
の

計
算
）
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ

て
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
こ

と
を
得
な
い
」
と
述
べ
る
に
と

ど
ま
り
ま
す
（
昭
27
・
5
・
10

基
収
6
0
5
4
号
）。

　
一
般
的
に
は
、
年
間
を
通
じ

た
1
カ
月
所
定
労
働
日
数
を
基

準
と
す
る
会
社
が
多
い
よ
う
で

す
。
た
と
え
ば
、
年
の
所
定
労

働
日
数
が
2
5
0
日
な
ら
、

1
カ
月
平
均
20
・
8
3
3
…
日

で
す
。
欠
勤
控
除
の
基
準
と
な

る
日
数
に
つ
い
て
は
20
・
8
日

に
す
る
、
丸
め
て
21
日
に
す

る
、
あ
る
い
は
職
員
に
有
利
な

よ
う
に
22
日
に
す
る
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
定
め
方
が
あ
り
ま
す
。

　
◇
皆
勤
手
当
は
機
能
し
て
い

ま
す
か

　
こ
の
手
当
を
採
用
し
て
い
る

企
業
は
、
規
模
が
小
さ
く
な
る

ほ
ど
、
そ
の
採
用
率
は
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
医
院
に
お
い

て
も
、
一
人
し
か
い
な
い
受
付

担
当
職
員
が
遅
刻
し
た
り
す
る

と
た
ち
ま
ち
患
者
さ
ん
を
外
で

待
た
せ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性

も
。

　
皆
勤
手
当
は
、
職
員
の
出
勤

第
21
回
京
都
地
域
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会

「
発
達
障
害
児
・
者
と
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
」

　
日
　
時　
12
月
3
日
（
日
）

午
後
1
時
〜
5
時
30
分

　
場
　
所　
京
都
府
立
医
科
大

学
図
書
館
ホ
ー
ル

　
会
　
費　
1
0
0
0
円

　
※
事
前
申
込
は
不
要

　
内
　
容　
一
般
演
題
・
発
達

障
害
に
関
す
る
演
題
／
教
育
講

演
1
「
発
達
障
害
者
の
社
会
参

加
に
む
け
て
」
永
吉
美
砂
子
氏

（
福
岡
県
障
が
い
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長
）／

教
育
講
演
2
「
地
域
特
性
に
応

じ
た
発
達
障
害
の
人
た
ち
へ
の

支
援
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
か
た
」

本
田
秀
夫
氏
（
信
州
大
学
医
学

部
附
属
病
院
子
ど
も
の
こ
こ
ろ

を
奨
励
す
る
目
的
で
そ
の
勤
務

成
績
に
応
じ
て
支
給
す
る
手
当

で
す
が
、
子
育
て
中
の
職
員
が

多
い
医
院
で
は
、
あ
ま
り
機
能

し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
遅
刻
や

欠
勤
が
職
員
本
人
の
理
由
で
な

く
、
子
ど
も
の
看
護
な
ど
の
理

由
が
多
い
か
ら
で
す
。
職
員
の

出
勤
を
奨
励
す
る
役
割
を
は
た

し
ま
せ
ん
。
欠
勤
の
場
合
、
1

日
分
控
除
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
皆
勤
手
当
も
カ
ッ
ト
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
度
考

え
て
み
て
下
さ
い
。

診
療
部
長
・
診
療
教
授
）／
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
指
定
発
言
1

「
京
都
市
の
発
達
障
害
児
へ
の

支
援
に
つ
い
て
」
岡
崎
達
也
氏

（
京
都
市
児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

／
指
定
発
言
2
「
京
都
府
に
お

け
る
発
達
障
害
児
者
相
談
の
推

移
と
支
援
に
向
け
た
取
り
組

み
」
長
谷
川
福
美
氏
（
京
都
府

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

「
は
ば
た
き
」
セ
ン
タ
ー
長
）

　
連
絡
先　
京
都
地
域
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
事
務
局

（
京
都
南
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
部　
☎
0
7
5
・
3
1

2
・
7
3
6
1
）

　
※
教
育
講
演
1
・
2
は
日
本

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
会

生
涯
教
育
研
修
20
単
位
を
認
定

（
別
途
受
講
料
2
0
0
0
円
）

　
※
日
本
作
業
療
法
士
協
会
生

涯
教
育
制
度
基
礎
コ
ー
ス
ポ
イ

ン
ト
1
ポ
イ
ン
ト
に
該
当
（
別

途
受
講
料
な
し
）

知っておきたい医院のための雇用管理
 日　時 11月30日（木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
講　師 桂労務社会保険総合事務所所長　
 　　　桂 好志郎（社会保険労務士）
協　賛 有限会社アミス
※ お申し込み後にキャンセルされる場合は、事前にご連絡
をお願いします。

参加費 無料
定員 25人
（要申込）

住
民
の
被
ば
く
調
査

12月のレセプト受取・締切

基金
国保

９日
（土）

10日
（日） 労災

11日
（月）

○ ◎（※） ◎（※）

○は受付窓口設置日、◎は締切日
受付時間：基金・国保・労災　９時～17時
業務時間：基金９時～17時30分  国保８時30分～17時15分
　　　　   労災８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　 ８～10日 ８時～24時

就業規則例
（皆勤手当）
第○○条　 皆勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成

績により、次の区分により支給する。
　①　無遅刻・無早退・無欠勤の場合　　　 月額 10,000円
　②　遅刻または早退１回で無欠勤の場合　 月額　5,000円
　③　欠勤１日または遅刻または早退が２回の場合　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支給しない

秋
の
叙
勲
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す

　

秋
の
叙
勲
で
、浅
輪
信
子
氏（
乙
訓
）、
安
達
秀
樹

氏（
左
京
）が
旭
日
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。経営対策セミナー　　　　本紙で好評連載中

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 1 1 月 2 5 日第 3 0 1 4 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 6 )毎月10日･25日発行

知っておきたい
医
院
の
た
め
の
３

桂 

好
志
郎

雇
用
管
理

雇
用
管
理

社
会
保
険

労
務
士

月
給
制
で
病
欠
し
た
場
合
、
皆
勤
手
当

を
削
る
以
外
に
基
本
給
は
減
ら
せ
る
か

設営から撤収まで協会事務局
がお手伝いします。

東
北
名
産

協力いただける医療機関を
募っています
～ 協会は被災地を応援します～

医療機関で被災地支援の
物産展を開催しませんか?!

販売は
「かけあしの会」

岩手から
来られます!
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